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　実証運行を開始してから１ヶ月が経過しましたが、
本号では、利用者からの問い合わせが多かった質問を
Ｑ＆Ａにまとめてみました。

運賃はいくらですか？

　１回・一路線乗車につき２００円です。（路線を

乗り換えるとさらに２００円かかります）

　７～１２歳（小学生）、障がい者（介護人１名

含む）は半額で、６歳以下（就学前）は無料

（ただし１３歳以上の保護者同伴）です。

　また、全路線乗り放題の定期券（フリーパス）

を用意しております。利用頻度が多くなる程、

定期券がお得になりますので、購入されてはい

かがでしょうか。

路線図・時刻表はどうしたら手に入りますか？

　役場企画課に備え置いているほか、町ホーム

ページにも掲載しています。また、各バス停の

時刻表は、定期券販売所や太美出張所で入手が

可能です。

運賃は乗る時に払うの？降りる時に払うの？

　降りる時に支払います。同様に定期券も降り

る時に提示してください。

バスを降りる時はどうしたらいいの？

降りるバス停到着前に、運転手に伝えてください。

１日乗り放題券や回数券はないのでしょうか？

　現在はありません。本年度は、実証（試験）

運行なので、定期券のみ用意しましたが、要望

Ｑ１

Ａ１

Ｑ2

Ａ2

Ｑ3

Ａ3

Ｑ4

Ａ4

Ｑ5
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����　通院または、受信者・北海道医療大の学生・

教職員

�����　あいの里線・金沢線

������

行き　診察券・学生証などを降りる時に運転手に見せ

ます。所有していない場合（初診・学生証の不携帯な

ど）は、その理由を運転手へ伝えてください。

帰り　大学（病院受付）にて無料チケットを受け取ります。

　コミュニティバス事業に参加している北海道医療大
学、とうべつ整形外科は、患者や学生・教職員を対象
に無料チケット（帰宅用）を用意しています。利用方
法は、次のとおりとなっています。
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Ａ5
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����　通院または、受診者

�����　市街地循環・みどり野線・青山線

�����　

行き　診察券を降りる時に運転手に見せます。所有し

ていない場合は、初診であることを運転手へ伝えてく

ださい。

帰り　病院受付にて無料チケットを受け取ります。

��������	
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行き　運賃を２００円支払い運転手から領収書を受け取

り、その領収書を病院の受付に提出すると２００円の返

金が受けられます。

帰り　病院受付にて無料チケットを受け取ります。

　コミュニティバスは、町や大
学、病院・企業がそれぞれ運行し
ていたバスを１つにまとめまし
た。このバスは、単なる地域を
結ぶ交通システムだけではなく、
住民のボランティア活動、ス
ポーツレクリエーション、医療
健康など住民のコミュニティ活
動の掛け橋を目指します。

��������	
�
例えば・・・
通勤・通学
買物や通院
公共施設や温泉めぐり
バスに乗って街を再発見
美味しい「味」めぐり
など、街の中を多くの人が行き
来するようになれば、きっと街
の元気にも繋がることでしょう。

���������

　子供からお年寄りまで誰もが
気軽に利用しやすいバスになる
よう、実証（試験）運行中です。
来年度から本格運行を目指して
いますが、町民の方一人一人が
　"自分たちの足は自分たちで守
る"という意識を持って、積極的
なご利用、ご協力がなければ折
角のコミュニティバスも定着・継
続できません。
　是非、この機会にコミュニティ
バスのご利用をお願いします。

��������	
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9時～17時
（平日のみ）

23－2447錦町1248番地当別町商工会

10時～17時
（月曜日休み）

25－5116弥生52番地あえ～る

9時～17時
（平日のみ）

22－2301
総合保健福祉セン
ター「ゆとろ」内

当別町社会福祉協議会内
老人クラブ連合会事務局

9時～18時
23－2630樺戸町1055番地（有）下段モータース

26－2348
スウェーデンヒルズ
管理センター内

北洋交易（株）

8時～21時26－2410太美町1484番地（株）小島商店

��������	
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500円1,000円1,500円1カ月

1,000円2,000円4,000円3カ月

2,000円4,000円8,000円6カ月

3,000円6,000円12,000円12カ月

�「障がい者」とは、身体・知

的・精神などの「障がい者である

ことを証明する手帳」を保有する

人です。

�「介護人」とは、「障がい者（４

級・中度以上）」に同伴する人で

す。

�６歳以下（就学前）は無料です。

（ただし１３歳以上の保護者同伴が

条件です。）

�定期券の期限は、平成１９年３月

３１日までです。

�販売所の取扱時間は、時節によ

り変更することがあります。

�中学生・高校生の定期を購入す

る際は、生徒手帳など在学が確認

できるものをご持参願います。

�定期券の払い戻しはできません。

�定期券の有効期限が切れました

ら、バス運転手及び定期券販売所

または役場企画課へ返却願いま

す。
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Ｑ6

Ａ6

Ｑ7

Ａ7

Ｑ8
Ａ8

Ｑ9

Ａ9

�乗車する時は、お釣りのないよう

小銭をご用意願います。

�交通状況などにより、バスが遅

れることがありますが、ご容赦願

います。

�安全運転に努めておりますが、

急発進・急停車する場合がありま

すのでご了承ください。

��������	

が多い場合は、発行を検討します。

フリー乗降区間って何ですか？

　バス停以外でも乗降できる区間です。この区

間でバス停以外で乗る時は早めに手を上げてく

ださい。降りる時は運転手に声をかけてくださ

い。区間については、バス通信第９－１０合併最

終号（３月に配付）または、町ホームページで

ご確認ください。

運行事業者はどこですか？

　本年度の実証（試験）運行は、（有）下段モー

タースです。ご意見、お問い合わせは同社（�

２３－２６３０）または、役場企画課（�２３－３０４２）

までお願いします。

定期券を紛失しました。再発行はできますか？

　定期券の再発行はできません。ただし、汚れや

破損によるものについては、定期券の交換に応じ

ますので、購入した販売所へご持参ください。

　コミュニティバスは来年度以降も運行するの

ですか？

　本年度は実証（試験）運行ですが、利用者が

多ければ、来年度からの本格運行を目指しま

す。また、皆様から寄せられる要望が多けれ

ば、ダイヤや路線の見直しも検討します。コ

ミュニティバスが継続運行できるよう積極的な

ご利用をお願いします。
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　みなさんの住むまちを見渡すと、落ち着きを感じる場所やきれい

な眺めがある場所など、良いなと感じる景観スポットはたくさんあ

ると思います。

　当別には、ふくろうが棲む道民の森の自然や四季によって彩りが

変わる田園風景など、よその町には負けない景観があります。

　その場所を景観スポットとして認定し、守り育てることで、みな

さんが住む地域の景観に対して誇りを持って暮らすことができるの

ではないでしょうか。

　景観１００選の認定を通して、町民が力を合わせ、当別らしいオリジ

ナルの景観を再発見しましょう。

����　美しいまちづくり課美しいまちづくり係（�23－3073）

���������	
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　当別町の四季折々の景観スポッ

トを行政区（町内会）単位で募集・

認定し、町内の美しい景観の再発

見と行政区での美しいまちづくり

への意識高揚を目指します。

　18年度は、個人からも募集しま

す。

��������	
��　　

　選考基準は、写真撮影の技術に

とらわれることなく、景観スポッ

トから見える美しさを重点にして

います。1町内会から複数の景観

スポットの応募があった場合は、

地域バランスを考慮します。

��������	
��　　　

　3年間で100 ヶ所の認定を目指

し、達成時に「景観スポット100

選」ガイドブックを作成し「美し

いまち当別」としての魅力を町内

外に発信します。
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　道道札幌当別線沿

道の清掃活動や花壇

づくりできれいな景

観を創出し、基線川沿

いに桜並み木を作り、維持管理をしています。

　太美１７線の植樹桝

での花の植栽・移植清

掃活動を積極的に

行っています。

　春日町内での花プ

ランター設置、清掃活

動、当別駅前花壇花苗

植栽、パンケチュウベ

シナイ川河岸花苗植栽をしています。

　国道２７５号の清掃活

動やプランター花壇

の設置、ひまわりの植

栽を行い、きれいな沿

道の景観を創出しています。

　道道札幌当別線沿

道に様々な種類の花

で彩りのある花壇を

整備し、オリジナルの

景観づくりをしています。

　商店や住宅の車庫

のシャッターにふく

ろうのキャラクター

に限りカラー塗装を

しています。

　花壇づくり、清掃活

動、さらに当別小学校

に花苗を提供してい

るほか、阿蘇公園内に

桜を植樹しています。

　オープンガーデン

に参加し、太美西町内

会にある「のびのび広

場」「わんぱく公園」

の花壇管理を積極的に行っています。

　町内会の沿道の草

取り・清掃活動、植樹

桝に花を植栽してい

ます。また、ふくろう

街道の花壇作りにも参加しました。

�����

�������

����

����

�����

�������

��������	


��������	


������

�����

�����

�������

��������



��������	�

��������	��������	
����

　ここでは、3月号に引き続き、平成１８年４月1日から
スタートした障害者自立支援法の障害福祉サービス
について、説明します。

　障害福祉サービスとは、在宅で訪問を受けたり通
所などで利用する「訪問系サービス」、入所施設で昼
間の活動を支援する「日中活動」、障害者入所施設で
住まいの場としてサービスを提供する「居住支援」
に分けられます。

内　　　　　容
サービスの
名称

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を
します。

居宅介護
（ホームヘルプ）

重度の障がいがあり、常に介護が必要な
人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの
介助や外出時の移動を補助します。

重度訪問介護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難
で常に介護が必要な人に、行動するとき必要
な介助や外出時の移動の補助などをします。

行動援護

障がい児などが施設に通い、日常生活の
基本的な動作の指導や集団生活への適応
訓練などを受けられます。

児童デイサー
ビス

家で介護を行う人が病気などの場合、短
期間、施設へ入所できます。

短期入所
（ショートステ
イ）

常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程
度が非常に高いと認められた人には、居宅介護
などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

重度障害者等
包括支援

内　　　　　容
サービスの
名称

共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の
介護などが受けられます。

共同生活介護
（ケアホーム）

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食
事の介護などをします。

施設入所支援

地域で共同生活を営む人に、住居における相
談や日常生活上の援助をします。

共同生活援助
（グループホー
ム）

　サービスを利用した場合は、原則として費用の1割

を自己負担します。ただし、負担が重くなりすぎない

ように、所得に応じて上限が決められています。

��������	
��

負担額対象となる人区　分
0円生活保護世帯の人生活保護

15,000円
住民税非課税世帯で障がい者または障が
い児の保護者の年収が80万円以下の人

低所得1

24,000円住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人低所得2
37,200円住民税課税世帯の人一般

��������	


　入所施設やグループホームを利用している人のう

ち、預貯金などが一定額以下の人には負担の減免制度

があります。※この制度は、3年の経過措置です。
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　施設でサービスを利用する場合の食費や高熱水費な

どは、全額自己負担です。ただし、所得の低い人は負

担が軽減されます。
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　一般の世帯で子どもを養育する費用と同じくらいの

負担になるように補足給付が行なわれます。
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　生活保護や低所得1、低所得2の人は、申請により補

足給付が支給され、負担が軽減されます。
��������	
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　18年4月からの3年間は、食費のうち人件費相当分は

給付され、食材料費のみを負担します。

��������	

�詳しくは、福祉課障がいサービス係（「ゆとろ」内・

�23－3019）まで

（単位：円/月額）
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内　　　　　容
サービスの
名称

医療の必要な障がい者で常に介護が必要
な人に、医療機関で機能訓練や療養上の
管理、看護、介護をします。

療養介護

常に介護が必要な人に施設で入浴や排せ
つ、食事の介護や創作的活動などの機会
を提供します。

生活介護

自立した日常生活や社会生活ができるよ
う、一定の期間における身体機能や生活
能力向上のために必要な訓練をします。

自立訓練

就労を希望する人に、一定の期間における生
産活動やその他の活動の機会の提供、知識や
能力の向上のための訓練をします。

就労移行支援

通常の事業所で働くことが困難な人に、
就労の機会の提供や生産活動、その他の
活動の機会の提供、知識や能力の向上の
ための訓練をします。

就労継続支援

������



�������� �

������

開催日内   容

※ご利用は案内所へ トロッコ 

※貸自転車は案内所へサイクリング

7月16日（日）
8月12日（土）　

マウンテンバイク 森のサイク
リング（予約制）

9月5日（火）森のパークゴルフ大会 

����

開催日内   容

毎日木組みの集い・木工芸

毎日道民の森作品展

１０月15日（日）まで陶芸（予約制）

5月5日（祝）キノコの森づくり（予約可） 

7月1日（土）
9月2日（土）

木工教室 　（予約制）  

7月27日（木）28（金）
8月10日（木）11（金）

夏休み陶芸教室　（予約制） 

�����

開催日内   容

5月1日（月）～10月31日（火）
※山菜の日・キノコの日を除く土日祝夏休  

森の観察会

（土日祝・夏休期間、平日は自由
工房）

森の体験工房 

 ※貸自転車　サイクリングセ
ンター（平日は案内所）

サイクリング

5月1日（月）～10月31日（火）道民の森作品展

5月3日（水）、8月12日（土）
9月23日（土） 

星の観察会  

5月20日（土）、21日（日）野鳥観察会

5月21日（日） 山菜の日

5月27日（土）（一番川地区も）魚の放流体験（稚魚の放流）

6月4日（日） 登山＆高山植物観察会  

6月18日（日）、9月24日（日）森と遊ぼう　（予約制） 

6月24日（土）、6月25日（日）　森の探検隊　（予約制） 

7月29日（土）～8月2日（水）夏休み「森の体験工房」（予約制） 

8月13日（日） 森と虫の探検  

9月17日（日） キノコの日  

10月7日（土）～10月8日（日）オリジナル作品作り 　（予約制） 

�����

開催日等内   容

6月～10月の毎日 ハーブティー試飲

7月16日（日）　草木染め体験教室（予約制） 

�����

開催日内   容

5月27日（土）　
(神居尻地区でも開催)

魚の放流体験（稚魚の放流）

7月23日（日）　森のクッキング教室 （予約制） 

8月7日（月）森の七夕まつり

8月10日（木）11日（金）夏休み陶芸教室　（予約制） 

　道民の森が5月1日にオープンします。自

然観察や散策、キャンプ場､バンガローの利

用などのほか、サイクリングにパークゴル

フをするも良し、大自然の中ひとりひとり

のサイズに合った利用ができます。

��������　道民の森管理事務所（℡

22-3911/FAX22-3993）

ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.pref.hokkaido.jp/srinmu/sr-

dmmkj/mori/top.html
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　　　　　　 (3月27日）

　当別町防犯協会が犯罪の発生を未然に防ごうと町内会
や学校、行政機関に呼びかけて「当別町地域防犯連絡会
議」を旗上げしました。
　昨年は、町内での犯罪発生件数が２２４件にのぼり、前年
より27件も増加しています。
　これからは、町内にある44の町内会を4つのブロック
に分けて広域防犯連合会体制とし、小中学校や保育所、
事業所など連携を強化して「防犯は地域一丸で」を合言
葉に犯罪の無い安全安心なまちを目指します。
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　　　　　　 (4月1日）

　当別町、石狩市、新篠津村､(旧)厚田村､(旧)浜益村地域
に居住する８万人の生命、財産を守っている石狩北部地
区消防事務組合の消防本部が、この度、石狩湾新港で災
害が発生した場合に備えるといった事情が考慮されて、
４月１日に当別消防署内から石狩消防署内へ移転となり
ました。
　この移転に伴い、新旧管理者による引継ぎ式が、３月
３１日に当別消防署内で行われ、泉�当別町長から田岡石
狩市長へ消防本部旗が手渡されました。

��������

　　　　　　 
　まだ雪の残る肌寒い４月上旬、新しい風とともに職場や学校にも新
人たちがやって来ました。町内の幼稚園、学校などでは独自色を生か
した入学式が催されました。　当別幼稚園は鉄北幼稚園と合併した最
初の入園式、元気いっぱいの新入園児たちとは対照的に、はじめての
集団生活となる我が子を不安げに見守る母親や、ビデオカメラの撮影
に熱心な父親は、子どもたち以上に真剣な表情でした。
　温かい手作りの入学式は蕨岱小学校。来年度から学校が統合となる
ため、今の校舎では最後の入学式となりました。子どもたちを近所みんなの子のように育てていると感じられる、地域
と学校が一緒につくりあげた式で、在校生のお兄さん、お姉さんたちも温かく３人の新しい友達を迎えていました。
　格調高い吹奏楽の演奏が流れる中で開催されたのは北海道医療大学の入学式。大学､大学院､専門学校、合計約700名の
新入学生の、入学生代表者の宣誓を聴く表情は、医療など各分野でのスペシャリストを目指す気構えに満ちていました。
また、キャンパス内では在学生によるサークルへの勧誘活動が行われていました。
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　　　　　　 (3月28日）

　あなたは、災害に遭遇したときの備えは大丈夫です
か？緊急時の連絡先や非常時の携行品などは、日頃から
気にかけていても、いざという時には対応できないもの
です。
　そんな不安を解消するため、当別町社会福祉協議会で
は、町内の避難場所や怪我の応急処置などを掲載した避
難マップを作成しました。また、このマップを町内の全
世帯に配布するため、約90人の町民ボランティアがマッ
プの折り込みに協力しました。

��������������	
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　世界のために「できることを」「できる人が」「できる
範囲で」活動を継続している当別高校国際交流クラブは、
昨年１１月、拓殖大学第１回国際協力アクションプログラ
ムの｢国際協力・国際理解賞｣の優秀賞を受賞しました。
　この度、同クラブはその副賞でカンボジアの小学校に
井戸２本を寄贈しました。　井戸の建設は、現地の子供
や女性を水汲みから開放し、学習時間や仕事時間の確保
をはじめ、経済的な安定と心の安定を与えることにつな
がります。

��������	
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　　　　　　 (3月25日）

　当別町商工会青年部の創立40周年記念式典が、なみか
わステラホールで挙行されました。
　昭和40年に、地域と企業の発展を目指し結成されて以
来、地域振興のために各種事業を展開してきました。ビ
アパーティーや親子盆踊りは、同青年部が毎年行ってい
る代表的な催しです。
　下段聡部長は「日々変化していく社会にあって、さら
に団結して地域と商工業発展に努力したい」とあいさつ
しました。式典では、歴代会長に感謝状が渡され、祝賀
会の席では、威勢の良い鏡開きで40周年を祝いました。
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　　　　　　 (4月6日）

　道路の雪もすっかり無くなると、ドライバーの気持ち
もゆるみがちになりやすいことから、町交通安全推進委
員会の呼びかけにより、町内を走行するドライバーに対
して交通安全を訴えるセーフティコールを実施しまし
た。
　栄町の国道275号沿線で、活動に参加した７０名が200m
にわたって沿道に立ち､スピードダウン､シートベルト着
用といった交通安全の願いを込めた旗を振り、街頭啓発
を行いました。
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　家庭ゴミ有料化が10月1日から始まります。町では町内会や団体などに

案内し説明会を開催しますので､是非参加ください。

　日程は、この広報と一緒に配布した「かわら版」をご覧ください。

��������	


　東裏墓地内にある納骨堂は、お盆に開閉を行っておりましたが、現在は

無縁仏のみの納骨で、使用者がいないため、今年度の開放はしません。　　

開閉を希望する場合は、環境対策課までご連絡ください。
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　犬を飼うことになった場合、法律により、登録や狂犬病予防注射の接種

が必要です。必ず守りましょう！

���：生後９１日以上経過してから３０日以内に役場に申請が必要。

��������：１年に１回必ず接種が必要。
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　平成１８年２月１日より浄化槽法の一部が改正されました。

　法定検査（北海道浄化槽協会）を受けず、指導・命令に違反した場合は

過料に処せられる場合があります。検査は事前にお知らせが届きますの

で、清掃・定期点検とお間違えのないよう必ず受けましょう。

��������	
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　引っ越し時に出る大量ごみは皆様方自身で搬入していただくようお願い

しておりますが、次の事に注意してください。

　①　事前に役場環境対策課又は太美出張所に届出をしてください。ま　

　　た、出されるごみの確認を行いますので車両に積んだ状態でお越し　

　　ください。

　②　ご自身で施設まで持ち込んでください。

　③　燃やせるごみ以外は１５時までの受け入れです。

����　環境対策課環境対策係（�23－2503）

　町内で事業を営んでいる方のう

ち、小型はかり（能力が１ｔ未満）

を取引や証明に使用している場合

には、2年に一度の検査が義務づ

けられています。当別町では、今

年が定期検査を行う年です。

����　５月３０日（火）午後

３１日（水）午前・午後

���　当別町公民館会議室

�����　北海道計量検定所

　町では、４月に各事業所などの

「小型はかり」確認の調査をしま

したが、調査もれの事業所などが

ありましたら申し出ください。

����　住民生活課住民生活係

 （�２３－３２０９）
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　外国から武力攻撃を受けた場合

や大規模テロなどが発生した場合

に、国や道、市町村などが、住民

の生命、身体・財産を保護する国

民保護法が施行されています。　

　これを基に北海道では「北海道

国民保護計画」を１月に策定しまし

た。計画の内容は、道のホーム

ページをご覧ください。

（http://www.pref.hokkaido.jp/sou-

mu/sm-ksnji/index.htm）

����　北海道総務部危機対策

局危機管理グループ（�０１１－２３１

－４１１１・内線２２－５９３）
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�大学祭のフリーマーケットを通

して交流しませんか。

����　6月17日（土）18日（日）

���　当別町金沢　北海道医療

��������	
	��
���������	
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�� �� 大学　九十九祭出店コーナー内　

���　住所・氏名・連絡先・出

店希望日を記入したハガキまたは

ＦＡＸをお送りください。

���　6月7日（水）

����　〒061-0293　当別町金

沢1757同実行委員会（�23－1669/

�23－1211（内線2064）

���������	
����
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　６５歳以上に適用されていた老年者控除（48万円）が

廃止され、定率減税も、現行15％（4万円を限度）から

7.5％（2万円を限度）となります。

年金収入のみの方の確定申告について

　所得税は、毎年１月１日から１２月３１日までの1年に

生じた所得に関し、２月１６日から３月１５日までの間に

確定申告をすることになっています。

　年金収入のみの方でも、税額の発生する方は、確定

申告をしなければなりませんので、ご確認をお願いし

ます。なお、申告は、札幌北税務署で行うこととなり

ます。

増　分平成１８年度平成１７年度年金

収入額 道民税町民税道民税町民税道民税町民税

000000150万円

3,1004,7003,1004,70000170万円

8,60013,0008,60013,00000200万円

13,00019,60017,90026,9004,9007,300250万円

13,70020,60027,10040,70013,40020,100300万円
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　１８年度の自動車税は、 ４月１日現在運輸局に登録さ

れている自動車をお持ちの方（登録名義人）に納税し

ていただく道税です。

　納税通知書は５月８日（月）に発付されます。通知が

届かない、納税額に疑問がある、期限までに納めるこ

とができない場合は、ご連絡ください。

※納税証明書は車検の際に必要です。

����

納税通知書・課税内容・税の免除

札幌北道税事務所自動車税課（�011－746－1190）

納税

石狩支庁地域振興部納税課（�011－281－7910）

����　税務課税務係（�23－2332）

　町税が完納できない場合は、差し押さえ（滞納処分）

の対象となります。各税の期限までの完納が難しい場

合には、ご相談ください。

　５月は、収納向上強調月間ですので、休日に訪問徴収

を実施します。

　また、毎月第２・第４木曜日に開設している夜間納税

相談窓口もご利用ください。

����　納税課納税係（�23－2341）

����������������
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 　町は、市街地に賑わいを創出しようとＪＲ石狩当

別駅前のれんが倉庫（名称「当別赤れんが６号」）の、平

成19年4月のオープンを目指しています。

 　今年度は、ＪＡ北いしかりかられんが倉庫を購入

し、住民の代表による検討委員会での計画案を基に設

計、施設工事などを進めていく予定です。　現在は、検

討委員会のメンバーが中心となって運営準備室を立ち

上げ、コンサートや発表会ができる文化ホールとして

の活用や、飲食、物販コーナーのあり方など検討を重

ねているところです。この組織は倉庫の自主運営を目

指し、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を取得する

ために準備中です。

 　このれんが倉庫が、まちの新しい顔として町民に

親しまれる施設になるよう、これから町と住民の共同

作業を行っていきます。

���　商工課（�23－3129)
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　各種イベント、地場農
産物販売、コンサートな

どに利用できるまちの駅

「アウル」が、今年も

オープンします。

　個人、各種団体問わ

ず、無料で利用できる多

目的広場ですので、お気軽に問合せください。

�������　当別町商工会　（�23－2447）
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�日時　5月14日（日）午前11時～午後2時

�������

�日時　5月20日（土）午前10時～午後3時

��������	
�

�日時　5月28日（日）

� ������������������������������������������������������������������������������������������
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����　スポーツ振興係（「総合

体育館」内・�22－3833）

あいあい公園野球場、パークゴル

フ場は西当別コミュニティーセン

ター（�26－3300）

���������	�
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　小中学生と父母のスポーツ体験

教室を開催します。各種スポーツ

を通して仲間作り・体力づくりを

しながら楽しみませんか。

����第２土曜日～総合体育館

第４土曜日～西当別コミュニティ

センター

����各日午後１時～午後４時

　健康づくりのため、毎朝みんな

でラジオ体操をしませんか。

▼���阿蘇公園

����5月7日(日)～10月10日

(火)午前6時30分から

　フィットネスインストラクター

によるトレーニングメニューの作

成、トレーニング器具の利用指導

を受けることができます。ぜひご

利用ください。

▼���

総合体育館　トレーニングルーム

���　

午前の部（9時30分～11時30分）5

月11日・25日/6月8日・22日

夜間の部（18時30分～20時30分）

5月16日・30日/6月13日・27日
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　若葉球場・阿蘇公園野球場・白

樺テニスコート・栄公園テニス

コート・フラワーパークゴルフ場・

あいあい公園野球場・あいあい公

園パークゴルフ場が5月からオー

プンします。※オープン日変更の

場合がありますので事前に問い合

わせください。

▼���　使用1週間前までに申

請書を総合体育館窓口へ提出して

ください。（パークゴルフ場は申

請不要。テニスコートも申請不要

ですが、使用前に総合体育館へ鍵

を取りに来てください。）
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▼��　5月2日（火）～9月30日

（土）

▼����　10時～20時（小学生

16時30分まで）　

※正午から13時までと学校の授業

で使用する時間を除く。

▼���　毎週月曜日と8月15日

･16日

���������	�
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 　町教委では、フラダンスサー

クルと共催で下記講習会を開催し

ます。

���　第1回　5月17日（水）

　　　　第2回　5月24日（水）

���　14時15分～15時30分

���　当別町総合体育館

���　フラシスター　芳賀澄子氏

����　無料

���　定員３０名（申込順）5月15

日締切、電話にて受け付けます。

���　町教委社会教育課社会教

育係（「総合体育館」内・�22-3834）

��������
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���　町内地域子ども会育成

会、ＰＴＡなど。（１講座５人以上

の参加が必要）

�����　パン・お菓子・豆腐・

押花名刺づくり、木工・自然体験、

パッチワーク、星の観測、そば打

ちなど。

�����　電話で日時、希望す

る講座などをお知らせください

����　開催場所は各自で準備

してください。

���　無料

������　町教委社会教育課

社会教育係（「総合体育館」内・�

22-3834）

��������
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　公民館図書室

の移動に伴い、ど

のような図書室

が町民に親しま

れるかを検討す

るための委員を募集します。

���　６月１日～１２月３１日

����６名

���　任意様式に住所、氏名、

年齢と町民に親しまれる図書室の

案を記載し､町教委社会教育課社

会教育係へ（「総合体育館」内・�

22－3834）

���　５月１９日（金）
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����������	　5月10日（水）・24日（水）　　役場国保年金係へお気軽にお越しください。
����������	
�札幌北社会保険事務所）�5月19日（金）・10時～15時　商工会館（錦町）

��������������������������������������������������������������������������������										
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　平成１７年の年平均の全国消費者物価指数が、前年に

比べてマイナス0.3％であったため、今年の年金額は、

前年度より0.3％少ない額になります。

　満額の老齢基礎年金の場合、月額で２００円の引き下

げとなります。

　平成１８年４月分から新しい年金額となりますので、

６月の定期支払い（４月及び５月分）から年金額が変

更になります。
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　障がいを持ちながら働いたことが評価される仕組み

ができました。

　今年度から、６５歳以上の方は、障害基礎年金と老齢

厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金の組み

合わせなどのように、併せて受給（併給）することが

できるようになります。

�詳しくは、住民生活課国保年金係（�23－2467）ま

で問い合わせください
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　国保では、短期人間ドック健康検査料の内１万５千

円を助成します。

�助成の対象医療機関

・堀江病院（樺戸町）・札幌厚生病院（札幌市中央区）

�対象年齢が変更　対象者は、国保に加入している３０

歳から６４歳までの方です。
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　4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食

単位に変更されました。
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260円780円①　一般の方

210円650円②　町民税非課税の世帯

160円500円
③　過去1年間の入院日数が90
日を超えているとき

100円300円
④　②と③で所得が一定の基準
に満たない70歳以上の方など

　介護保険法の改正により、新た

に発行する保険証には有効期限の

記載がなくなりました。

　以前の保険証(緑色)は、有効期

限が平成18年3月31日と記入され

ていますが、使用に支障はありま

せん。

　介護サービスを受けられる場合

など、内容変更があるときは新し

い保険証を発行いたします。

���　福祉課介護サービス係

（「ゆとろ」内・�23－3029）
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　今年度より、６５歳以上の方に病

気（特に生活習慣病）の予防と介

護予防のため、基本健康診査の内

容に加え、生活機能の確認のため

の問診「基本チェック」をします。

　これに伴い、将来的に介護予防

の必要な方へ担当者（地域包括支

援センター）からご連絡致します。

　これからもいきいきと自立した

生活を続けていくことができるよ

う、ご本人の意向や生活環境など

を踏まえ、要介護状態になること

を防ぐためのお手伝いをします。

�������　福祉課保健サー

ビス係(「ゆとろ」内・�２３―２３４６)
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���　６月８日（木）

���　ゆとろ（西町）

���　ことば・発達の遅れ、療

育手帳の判定など

����　北海道中央児童相談所

の児童福祉司と心理判定員

�����　５月１９日（金）

※時間は、事情を考慮し決定しま

す。（学校の授業時間中に設定さ

れることもあります）

������　子育て推進課子育

て支援係（｢ゆとろ｣内・�２５－

２６５８）

�������
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※減額認定証を交付できる対象者には、加入している医療保険

の窓口で、老人保健については、ゆとろの窓口で発行します。
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ファミリー・サポートセンター、

子育て支援係（ゆとろ）・ふとみ保

育所・西保育所・東保育所

����

ファミリー・サポートセンター（�

23－1909）

子育て推進課子育て支援係（「ゆと

ろ」内・�25－2658）
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���上の子を小学校ま
で送ってほしいの
ですが

はい、どなたか都合の
つく協力会員を探しま
しょう

明日○○さんのお子さ
んを小学校まで送って
いただけますか

はい、いいですよ

①援助依頼申し込み ②援助活動申し込み

③事前打ち合わせ

終了後、報酬受渡し

��������	
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　支援センターでは、子育てをす

る親とその子どもに集まってもら

おうと、あそびのひろば・ミニト

マトクラブを開催しています。

�����

①あそびのひろば　随時募集

②ミニトマトクラブ　初めて参加

の方は毎月開催日の５日前まで、

２回目以降については、申込不要

《総務部総務課》

▼総務課長～小山裕

《総務部税務課》

▼税務課長～見上由紀雄

《総務部財政課》

▼財政課長～加賀谷定歳▼同主幹

～堤葉子（管財担当）

《企画部企画課》

▼企画課長～増輪肇▼同参事～五

十嵐一夫▼企画調整係長～長谷川

道廣

《企画部美しいまちづくり課》

▼美しいまちづくり課長～東志諭

▼同課長補佐～舘田博道▼同主幹

～柳沼忠（美しいまちづくり担当）

▼美しいまちづくり係長～北村浩二

《企画部情報課》

▼情報課長～森田至

《福祉部福祉課》

��������
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�� �� ▼福祉課長～小山久夫▼同参事～

齊藤宏▼同課長補佐～高取真由美

▼福祉係長～青山晃一▼介護サー

ビス係長～岸本昌博

《福祉部子育て推進課》

▼子育て推進課主幹～石川恵（子

ども担当）▼子育て支援係長～鈴

木和子

《経済部農林課》

▼耕地林政係長～辻好行

《経済部商工課》

▼商工課長～木村一夫▼同主幹～

武田一代（観光担当）▼同主幹～

吉尾恵子（レンガ倉庫担当）

《建設水道部建設課》

▼建設課長～森田弥寿彦▼同主幹

～成澤哲也（土木担当）

《建設水道部維持管理課》

▼維持管理係主査～荒谷辰雄

《建設水道部上下水道課》

▼上下水道課長～滝本隆志▼庶務

係長～高田友子▼同主査～大畑裕

貴▼下水道技術係長～種田統

《出納室》

▼出納室長～森忠明

《教育委員会》

▼社会教育課長～長谷川敏▼管理

課長補佐～榮木美恵子▼総務係長

～曽禰正子▼学校教育係長～竹田

寿雄

《農業委員会事務局》

▼事務局主幹～小澤孝子

《水道事業》

▼上下水道課浄水場長～菊池裕▼

上下水道課主幹～吉尾雅昭（水道

技術担当）▼同主幹～髭右近政博

（業務担当兼浄水担当）▼同課業

務係長～辻野幸一

《派遣》

▼商工会へ　参与～竹原陽一

▼社会福祉協議会へ　参与～花輪慥

▼札幌広域圏組合へ　係長～春田

秀彦

《平成18年3月31日付け定年退職者》

上田誠二、小原衛、武田彰、岡田

隆美
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実際のサポート

の様子
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　4月1日から児童手当の支給対象年齢が、これまでの小学校３年生（９歳到

達後最初の年度末）までから、小学校６年生（１２歳到達後最初の年度末）ま

でに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられました。

　新たに、児童手当を受けようとする方は、子育て推進課子ども係（公務

員の方は勤務先）で、認定請求などの手続きが必要となります。

　小学校4年生から６年生のお子さんの保護者の方には、学校を通じ制度改

正のお知らせ・申請書を配布しておりますが、お手元に届いていない方は

子育て推進課子ども係まで問い合わせください。
��������	
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　１８年３月３１日まで、児童手当を受給していた保護者の方は、手続きをす

る必要はありません。ただし、これまで受給していなかった方は、認定請

求の手続きが必要となります。
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①児童手当を受給していない保護者の方は認定請求が必要。

②児童手当を受給している保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要。
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　所得制限の引き上げ（下表参照）により、新たに児童手当を受給できる

場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要と

なります。　　　　　　　　　 �������
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（注1）扶養親族などの数は、

税法上の控除対象配偶者およ

び扶養親族の数。

（注2）平成１８年４月１日以降

の申請分から適用されます。

�������　子育て推進

課子ども係（「ゆとろ」内・�

23－3024）
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　なお、改正に伴う新規請求などは、９月３０日（９月３０日は土曜日で閉庁

日となっていますので、前日までに提出ください。）までに受け付けたもの

に限り、特例的に４月１日（または支給要件に該当した日）にさかのぼっ

て支給されます。
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���　寺山恵子先生

���　5月16日（火）18時30分

���　3500円（赤､白ワイン､各

種チーズ､サラダ､パンなど）
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���　三上樹雄先生

���　5月23日（火）18時～

���　1000円

���　歯の健康プラザ（ＪＲ石

狩当別駅前　ドーミー当別１階）　

����　北海道医療大学・千葉

（�090－9515－1706）
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���　5月27日（土）10時30分

���　篠津運河沿い　川南揚水

機場周辺（東裏３４線南10号）

当別駅から会場まで無料送迎車運

行（８時３０分～９時３０分の間に二便）

����田植え､乗馬体験など

���　無料

�����電話かＦＡＸにて受付

　定員３００名　5月19日（金）締切

����　水土里ネットしのつ中

央（�23－2359/�23－2584）
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　道では、4月から法律などの専

門家（苦情処理専門員）の増員に

より相談体制を充実しました。

���　午前９時から午後４時３０分

（土・日・祝日・年末年始は除く）

���　札幌市中央区北３条西７丁

目　道庁別館西棟２Ｆ（�050－

7505－0999）
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���　5月28日（日）15時開演

���　総合体育館・入場無料

����　砂原（�090－8274－

6453）
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▼地濃ナヲ子さんから５０万円
▼山崎かほるさんから５万円
▼小川千賀子さんから５万円
▼岩崎タマ子さんから５万円
▼楠智恵子さんから３万円
▼赤磨キイさんからお手玉３６個
▼ＪＡ北石狩女性部当別ブロックから
タオル１５５枚
▼遠山秀子さんから雑巾３０枚
▼匿名の方からバスタオル５枚・タオル
５２枚
☆��������	
�トーホテック株式会社から児童書９３
冊
��������

▼JA北いしかり西当別ブロック当別太
支部女性部から雑巾６０枚
��������	

▼当別町連合青年団歴代団長会から
14,927円
��������	
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▼札幌北法人会当別支部から啓発用交
通安全旗300枚
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　北海道から委嘱された相談員が、身体に障がいがある方や知的に障が
いがある方、またその保護者の方の福祉に関する相談をお受けします。
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三野宮　一芳さん
（末広・�23－3055）

畠山　貞一さん
（川下・�26－2663）
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　�別神社から当別川に向けて広がる阿蘇公園と当別川

河川敷地は、本誌面でもお知らせしたように、野球場、パー

クゴルフ場、ゲートボール場が5月にオープン。

　市街地から歩いて行ける距離にあり、幅広い層の憩いの

場として定着し、ジョギングや散歩、遊具を利用する子ど

もたちの姿で賑わいを見せています。

　また、広い敷地を活用したイベントスペースとしての顔

も持ち、夏は盆踊りに､ビヤパーティー、冬は「あそ雪の広

場」の会場としてもおなじみです。

滝本　ミエさん
（川下・�22－3287）
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広　　　告
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★ゆとりの気持ちを持って安全運転
ハンドルを握ったら・安全確認の甘さ
を警戒・注意力の低下を警戒・駐停車
車両の陰に目配り、警戒を。
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+123648����
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+225173�����
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�����（毎月第１木曜日）
��  6���������	
��������事前に福祉係（�23－3019）まで。

�������（毎月第2・４木曜日)〔携帯電話で２４時間受付   090－2070－5082〕
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 ���町社会福祉協議会（�22－2301）

No.331

　当別にも、春を告げる白鳥が飛来
しました。雪融けが進み、土が顔を
出した町内各地の田畑で白鳥が羽
根を休める風景がたくさん見られ
ています。ここで一休みした後は、
シベリアへ向います。（4月14日）
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　今年もＬＯＶＥ！パンケが本通橋
に鯉のぼりを掲げました。
　春の暖かい日差しを浴びながら元
気に大空を泳ぐ鯉のぼりに、通りを
歩く人が立ち止まる姿も見られまし
た。 　    　　　　　　　（4月6日）

��������	
�

��������	
���

　ボランティアで、月に1回水曜日、
ゆとろでゲームや体操、レクリエー
ションをします。
����　中村さん（�26－4287）
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白樺町英樹〈97〉天野 英之助 
えいのすけ

西　町本人〈75〉岩崎 源左衛門 
げんざえもん

六軒町信昭〈61〉日下部トシ子

六軒町進〈85〉大川　 豊作 
とよさく

蕨　岱�橋暢〈77〉福岡　　 力 
つとむ
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がく
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まや
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じん
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ふうか
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たける
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　���������	��
　地域の活性化のため、校舎を利用
しませんか？
����　町教委管理課学校教育係
（�23－2689）期限5月31日（水）

　出生おめでとう・おくやみ欄は､個人情報の保護や社会情勢の変化から、
　一定の役割を終えたと考え、今月で掲載を終了させていただきます。

広　　　告
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必要

10日 水　１３：００～１５：００　ゆとろ
「先輩ママに聞く何でもＱ＆Ａ」
23日 火　１３：００～１５：００　
歯の健康プラザ　「むし歯予防の話」
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� 対象者へ

個別通知

１5日 月　ゆとろ
受付１３：００～１４：００
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���

１2日 金 　西コミセン
受付１３：００～１４：００

�����

������

必要４０歳以上の方
右記町内医療機関にて受診������
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必要
保健師や栄養士が相談に応じます。
３１日 水 9：３０～１１：３０　ゆとろ

����

必要

あなたに合った健康づくりをお
手伝いします。
健康チェック日　　23日火
健康プラン相談会　26日金
９：３０～１１：３０　総合体育館

��������

必要
脳卒中、神経難病などにより、
体や言葉に不自由さがある方
１７日 水　１０：３０～１４：３０　ゆとろ

������

必要
外出機会の少ない高齢者対象
２５日 木　１０：００～１2：００　ゆとろ

���

必要
外出機会の少ない高齢者対象
１６日 火　１０：３０～１４：３０　西コミ

�������

�個別接種は下記医療機関にて接種ください。
�持ち物　母子健康手帳。
�事前に予防接種ガイドブックを読みましょう。
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� � � �

������福祉課保健サービス係
（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 

�������
���

������　心の悩みについて専門医が相談
　　　　　　　  ２６日金　１３：３０～１６：００　江別保健所
�������  江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）

� � �　　　お酒で悩んでいる方とその家族
　　　　　　　  毎月第１・第３月曜日　
　　　　　　　  １８：００～２１：００　ゆとろ
���������日中は江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　　　　　　　  夜間は工藤（�２２－２５１０）

対象日時　　 場所種類

生後６カ月
未満

１５日月　ゆとろ
１４：００～１４：３０

ＢＣＧ

� � � � � �

予防接種実施

���

�����
場所時間日にち内　容場所時間日にち内　容
ゆとろ7：55～12日（月）女性がん検診ゆとろ13：00～2日(金)１歳8カ月・３歳児健診

西コミ10：00～14日（水）歯科健診・フッ素塗布   ゆとろ 13：00～5日(月)4カ月10カ月児健診(BCG) 

ゆとろ13：00～14日（水）心の健康相談 ゆとろ13：00～7日(水)マタニティースクール
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ボランティアの 窓
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1,40035歳～胃がん検診
40040歳～肺がん検診（レントゲン）
700必要者　　〃　　（喀たん検査）
60040歳～大腸がん検診
1,60020歳～子宮がん検診（頸部）
700必要者�       〃         （体部）
2,00040～49歳（２方向）乳がん検診
1,70050歳～（1方向） (視触診とマンモグラィー )
40030～59歳骨粗しょう症検診

婦人科超音波検査を希望の方は、ご相談ください。
生活保護を受けている方は無料。

　昨年度より子宮がん検診は20歳から、乳がん検診は

４０歳から、受診間隔が２年に１度の検診になりまし

た。昨年受けていない方はお申込みください。尚、胃

がん、肺がん、大腸がん検診は毎年受けられます。

��������	
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�����　

�６月12日（月）、７月４日(火)　ゆとろに集合

�７月５日（水）　西当別コミセンに集合

�集合時間　午前7：55～8：10

��������	
��

�����

平成１９年３月末日まで（事前に申込み必要）

�����

北海道対がん協会札幌検診センター

（札幌市東区北２６東１４）

���������	
　別表でご確認ください。

��������　福祉課保健サービス係（「ゆとろ」

内・�２３－２３４６）へ事前に電話でお申し込みください。
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みちこ
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　退職後、社会に貢献することで何

か無いかと考えているときに、森づ

くりセンターが森林サポーターを募

集していることを知り、やってみよ

うと思いました。

　研修中は、森づくりセンターの方

がとても親切に対応してくれたおか

げで、木を見分ける方法など必要な

知識を分かりやすく勉強することが

できました。

　シラカンバの会は「木に触れて　

林と遊び　森と育つ」をテーマに、

当別の町有林の一角に「げんきの森」

と名付けたフィールドで活動してい

ます。

　種から育て、森に移植して良質の

木材になるまで自分たちで除間伐や

下刈り作業を行い、管理していま

す。去年は、出産や結婚などの記念

として記念植樹をしたり、弁華別中

学校の生徒に枝払いなどを通して森

林学習をしてもらいました。

　今年は、かんじきを自分たちで作

り、冬山の散策をする新しいメ

ニューも考えています。

　このほかにも山菜取りやきのこ

汁、木炭のオブジェ作りなど、自然

の恵を使って楽しむことも企画して

います。

　このまちには、道民の森をはじめ

として、広大な森林が広がっていま

す。この森が、自分たちの生活にど

のように役立っているのかを知るこ

とは、とても大切なことだと思いま

す。

　樹には、たくさんの栄養分が含ま

れており、森林から出る水は農作物

を作るのに欠かせないばかりか、生

活に直接影響を与えます。

　この活動を通して分かったことな

のですが、森づくりは、１００年先の子

供たちのためにおいしい水を作って

いるのだと気づきました。

　この会の会員は、札幌市の人が多

く、地元である当別町民は会員の

1/3しかいませんが、これからは、こ

のげんきの森をたくさんの町民の方

に利用してもらえるように活動しよ

うと考えています。

　5月になると、今まで眠っていた

森が一斉に活動を始め、緑に覆われ

ます。　

　みなさん、月に一度森づくりに汗

を流し、森の恵をいただきません

か。
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　学校の先生を退職してから、森づくりセンターで３年間森林

サポート活動を通して森づくりを修得し、森林ボランティア

「シラカンバの会」を立ち上げる。

�����������4月1日現在�
                             （　）は前月との比較

�������人��������

����������������

�������������

��������������

��������	
���

������

��������	
��

��������

��������	�
��

連絡先　福井さん（�23－4751）

楽しい企画が盛りだくさん

　4月1日から「当別町コミュニティバス」

がスタート。出発式では、お年寄りから

子供までたくさんの町民がつめかけ、バ

スの誕生を祝いました。

　家族や友人と一緒に、バスで町内を巡

るのはいかがでしょうか。


